令和９年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金

補助制度の活用に係る事前確認票
（１）施設情報

	施設名
	
	管理者名
	

	施設種別
	
	入所者数
（R8.7.1時点）
	

	施設所在地
	

	同一敷地内にある併設
施設（すべて記入）
	


（２）担当者情報

	担当者名
	

	電話番号
	
	FAX番号
	

	メールアドレス
	


（３）活用を希望する補助対象事業（該当するものに〇をつけてください）
①スプリンクラー設備等整備事業
②大規模修繕事業
③耐震化整備事業
④非常用自家発電設備整備事業

⑤水害対策強化事業
⑥給水設備整備事業

⑦ブロック塀等改修整備事業

⑧換気設備設置事業
⑨社会福祉連携推進法人等による高齢者施設等の防災改修等支援事業

　⑩国土強靭化対策と一体的に行う大規模修繕等支援事業
（４）建物の概要

	施設名
	
	開設年月日
	年　　月　　日

	建物概要　
	所有形態
	自己所有　・　賃貸（所有者名　　　　　　　　　　）

	
	建築物の構造
	　　　　　　　　　造

	
	建物の階数
	　　　　　　　　　階

	
	竣工年月日
	

	
	当該事業を行う部分の改築・改修年月日(該当がある場合のみ)
	

	
	総床面積（計）
	㎡
	共有部分
	　　　　　　㎡

	
	当該施設の

専有部分
	　　　　　㎡
	同一敷地内のその他施設の専有部分
	　　　　　㎡


※別途、平面図、求積図（建物の各部分の面積が確認できる書類）、写真（現況及び整備箇所が分かるもの）を添付すること。

※平面図は専有部分（当該施設部分）、共有部分、対象外部分を色分けし、補助対象面積確認シートにより面積を確認すること。
（５）整備に係る費用について

	整備事業名
	見積金額（円）

	
	

	
	


※見積書は２者以上必要です。上記には２者のうち金額の安い方を記入してください。
※税込（10％）の金額を記入してください。
（６）自家発電設備の整備予定（非常用自家発電設備整備の補助金の活用を希望する場合のみ、
該当する箇所に〇をつけてください。）
	整備予定

	新規整備
	追加整備


※追加整備は、既に非常用自家発電はあるが、追加を予定している場合に〇をつけてください。
（７）- １ 国土強靭化対策と一体的に行う大規模修繕等支援事業（活用を希望する場合のみ記入）
今回の協議に併せて一体的に実施する国土強靱化対策の内容（平成30年2月1日以降
に実施済みの場合は、その関係事業（自費も含む。））に該当するものに〇をつけてく
ださい。
	①耐震化
	

	②ブロック塀等改修
	

	③水害対策強化事業
	

	④非常用自家発電設備整備
	


（７）- ２ 平成30年2月1日以降に補助金を活用し国土強靱化対策を実施した場合は、事業完
了（予定）日及び市交付確定日を記載し、市交付確定通知書の写しを提出してくださ
い。また、自費（全額事業者負担）で整備した場合は、事業完了（予定）日及び契約
日を記載し、整備したことがわかる書類（契約書等）の写しを提出してください。令
和８年度の事業分で内示を受けた事業のほか、協議実施時点ですでに事業を実施して
おり、令和９年３月31日までに事業完了が見込まれるものはその予定日を記載して
ください。

【補助金を活用して整備した場合】

	事業完了（予定）日
	市交付確定日

	
	


【自費（全額事業者負担）整備した場合】

	事業完了（予定）日
	契約日

	
	


（８）事業内容
どのような危険性を改善するためのどのような事業内容か、事業者の考えを具体的に記載してください。

	


（９）耐震性の確保（（３）非常用自家発電設備整備事業又は給水設備整備事業の活用を希望する場合のみ記入）
　　この補助金を活用して整備する非常用自家発電設備及び給水設備については、地震による停電時等であっても有効に機能するために、地震時に転倒しないよう、耐震性を確保する必要があります。加えて、事業者は耐震性の確保を証する資料を整備する必要があります。耐震性の確保を証する資料として、事業者が用意を検討している資料に〇をつけてください。

	耐震性の確保を証する資料
	チェック欄

（いずれかに○）

	契約書（案）に明記
	

	アンカーボルト計算書
	

	その他（　　　　　　　　　　　　　）
	


（１０）非常災害対策計画の作成状況について（該当する箇所に〇をつけてください。）
	作成済（作成時期：　　　　　　　）
	

	作成見込み（作成見込時期：　　　　　　　）
	

	未作成
	


（１１）補助財産に対する抵当権の設定状況について（該当する箇所に〇をつけてください。）
	抵当権なし
	

	抵当権あり
	


（１２）（１１）で「抵当権あり」と回答した事業者について（該当する箇所に○をつけてください。）
※原則として、当該交付金の補助協議前に抵当権が設定されている場合は、利用者保護の観点から補助対象外とする。ただし、独立行政法人福祉医療機構による福祉貸付や協調融資制度を利用している場合のほか、都道府県・市町村が適当と認める場合はこの限りではない。なお、都道府県・市町村が適当と認める場合については、次の①～③とする。
	独立行政法人福祉医療機構による福祉貸付や協調融資制度を利用している。
	

	①既借入金の年間返済予定額が、原則として、直近決算における年間資金収支差額を下回っている。
	

	②既借入金の総額が、直近決算における年間収入を超えていない。
	

	③申請法人が抵当権設定者である。
	


別紙１
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